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漁 業 権 区 域 図

川をきれいにしましょう

たくさんの生命を育み

豊かな自然環境を生み出す川を

大切にしよう

江の川漁業協同組合
三次市三次町1857-1
TEL（0824）62-2744

お問い合わせ先

禁止区域
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この区域を、あゆ解禁日から
6 月 30 日までの期間は、網漁
等を制限し、友釣りのみの漁
法とする。
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